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一　

は
じ
め
に

　

司
法
統
計
に
よ
れ
ば
、
家
庭
裁
判
所
（
家
裁
）
の
審
判
事
件
（
家
事
事
件
手
続
法
（
新
法
）
別
表
一
、
旧
家
事
審
判
法
（
旧
法
）
甲
類

事
件
、
以
下
「
別
表
一
事
件
」
と
い
う
。
）
に
占
め
る
「
氏
の
変
更
」
（
な
お
、
「
名
の
変
更
」
も
あ
る
。
）
の
割
合
は
、
従
来
、
年
間
約

一
万
五
〇
〇
〇
件
（
従
来
約
二
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
っ
た
が
、
最
近
は
相
続
放
棄
の
申
述
が
急
増
し
た
こ
と
で
、
二
パ
ー
セ
ン
ト
弱
。

な
お
、
名
の
変
更
は
、
同
約
七
〇
〇
〇
件
（
従
来
は
約
一
・
二
パ
ー
セ
ン
ト
）
）
で
、
「
子
の
氏
の
変
更
」
の
同
約
一
七
～
一
八
万
件
（
従

来
総
件
数
の
約
三
〇
パ
ー
セ
ン
ト
と
、
最
多
で
あ
っ
た
が
、
最
近
は
、
約
二
二
パ
ー
セ
ン
ト
）
に
は
遠
く
及
ば
な
い
が
、
相
当
の
件
数
が

あ
る
（
１
）
。
た
だ
、
後
者
は
、
夫
婦
が
婚
姻
す
る
際
に
、
ほ
と
ん
ど
夫
の
氏
を
称
し
て
い
る
た
め
、
離
婚
し
た
場
合
、
従
来
の
戸
籍
か

ら
除
籍
さ
れ
る
の
は
、
妻
だ
け
で
、
そ
の
間
の
子
の
親
権
者
が
母
で
あ
っ
て
も
、
子
は
、
父
の
戸
籍
に
残
る
た
め
、
母
と
の
同
居
生
活
に

不
便
を
生
じ
る
の
を
避
け
る
べ
く
な
さ
れ
る
、
決
ま
り
切
っ
た
も
の
で
、
家
裁
の
許
可
が
要
る
根
拠
す
ら
乏
し
い
事
件
で
あ
る
（
２
）
。

こ
れ
に
対
し
て
、
前
者
は
、
民
法
上
定
ま
っ
た
氏
（
民
法
上
の
氏
）
と
異
な
る
氏
（
呼
称
上
の
氏
）
を
名
乗
ら
せ
る
こ
と
の
適
否
を
判
断

す
る
も
の
で
、
多
く
の
問
題
が
あ
る
（
た
だ
し
、
別
表
一
事
件
は
、
基
本
的
に
、
争
訟
性
が
乏
し
い
事
件
類
型
で
あ
る
た
め
、
却
下
率
は
、

事
件
全
体
で
、
〇
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
程
度
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
れ
に
は
、
審
判
事
件
は
、
訴
訟
事
件
と
比
較
し
て
裁
判
官
の
裁
量
の

「
氏
の
変
更
」
に
関
す
る
審
判
と
実
務

有

吉

一

郎
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幅
が
広
い
事
件
類
型
で
は
あ
る
も
の
の
、
申
立
て
を
却
下
（
不
許
可
）
す
る
場
合
は
、
不
服
申
立
て
が
で
き
る
の
で
、
審
判
に
相
当
な
理

由
を
付
す
る
必
要
が
あ
り
、
面
倒
で
あ
る
一
方
、
申
立
て
を
認
容
（
許
可
）
す
る
場
合
は
、
不
服
申
立
て
も
な
く
、
簡
単
な
、
定
型
審
判

で
済
む
の
で
、
や
や
易
き
に
流
れ
た
運
用
が
な
さ
れ
て
い
る
可
能
性
は
あ
る
。
）
。

　

た
だ
、
二
で
説
明
す
る
よ
う
に
、
氏
は
、
個
人
を
特
定
す
る
ほ
か
、
家
族
共
同
体
の
呼
称
で
も
あ
り
、
そ
の
変
更
の
社
会
に
及
ぼ
す
影

響
は
大
き
く
、
軽
々
に
そ
の
変
更
を
許
す
こ
と
は
法
的
に
問
題
が
あ
る
。
ま
た
、
実
務
的
に
注
意
す
べ
き
は
、
多
重
債
務
者
で
あ
る
事
実

（
３
）
や
自
ら
の
犯
歴
（
４
）
を
隠
す
た
め
に
す
る
申
立
て
の
存
在
で
あ
り
、
こ
れ
を
見
逃
す
と
社
会
に
与
え
る
悪
影
響
は
大
き
く
、
こ

れ
が
疑
わ
れ
る
場
合
は
、
特
に
注
意
を
要
す
る
。
筆
者
は
、
家
裁
（
本
庁
、
支
部
）
に
在
勤
中
、
氏
の
変
更
を
含
む
多
数
の
別
表
一
事
件

を
担
当
し
た
が
、
微
妙
な
事
件
の
処
理
に
つ
い
て
は
、
し
ば
し
ば
他
の
裁
判
官
と
意
見
を
交
わ
し
て
、
妥
当
と
思
わ
れ
る
結
論
を
目
指
し

て
い
た
（
５
）
。
氏
の
変
更
に
つ
い
て
、
実
務
の
実
態
を
紹
介
し
た
い
。

（
１
）
直
近
の
平
成
二
二
年
～
平
成
二
七
年
の
件
数
は
、
最
高
裁
事
務
総
局
家
庭
局
「
家
事
事
件
の
概
況
（
１
）
―
家
事
事
件
―
」
の
各

統
計
（
法
曹
時
報
六
三
～
六
八
卷
各
一
二
月
号
）
に
よ
る
。

（
２
）
許
可
に
か
か
ら
せ
る
理
由
は
、
こ
れ
を
関
係
者
の
自
由
に
放
任
す
る
と
、
氏
が
家
名
で
あ
っ
た
時
代
の
因
習
的
感
情
に
と
ら
わ

れ
、
濫
用
さ
れ
る
危
険
が
あ
り
、
他
方
関
係
者
間
の
利
害
の
対
立
か
ら
紛
争
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
か
ら
、
と
さ
れ
て
い
る
が
（
沼
辺

愛
一
、
注
釈
民
法
（
二
二
の
一
）
三
九
四
頁
、
有
斐
閣
、
昭
和
四
六
年
。
梶
村
太
市
、
新
版
注
釈
民
法
（
二
三
）
六
三
四
頁
、
有
斐
閣
、

平
成
一
六
年
）
、
筆
者
が
経
験
し
た
限
り
で
は
、
申
し
立
て
ら
れ
た
事
件
の
内
容
で
、
真
意
を
隠
し
て
申
立
て
を
し
て
い
る
可
能
性
は
否

定
で
き
な
い
と
し
て
も
、
そ
の
よ
う
な
事
例
を
目
に
し
た
こ
と
は
な
く
、
国
民
の
意
識
は
既
に
変
化
し
て
い
る
こ
と
が
感
じ
ら
れ
、
果
た

し
て
現
代
に
当
て
は
ま
る
理
由
で
あ
る
か
は
、
疑
問
が
あ
る
。
実
務
で
問
題
に
な
る
の
は
、
子
が
、
氏
の
変
更
を
嫌
が
る
な
ど
、
子
の
福

祉
に
関
連
す
る
場
合
の
判
断
で
あ
る
。
ま
た
、
ご
く
稀
に
、
父
親
が
認
知
し
た
婚
外
子
が
、
父
親
の
氏
を
名
乗
り
た
い
と
い
う
申
立
て
（
認
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知
さ
れ
た
子
が
、
母
親
の
戸
籍
か
ら
父
親
の
戸
籍
に
入
る
こ
と
に
な
る
の
で
、
複
雑
な
家
庭
事
情
が
露
見
す
る
こ
と
に
な
り
、
当
然
父
親

と
婚
姻
し
て
い
る
妻
や
嫡
出
子
は
反
対
す
る
。
）
が
あ
る
。
他
に
も
、
子
の
出
生
時
期
と
両
親
の
離
婚
離
縁
の
時
期
と
の
関
係
な
ど
で
、

細
か
い
問
題
が
あ
り
、
裁
判
例
も
分
か
れ
て
い
る
が
、
こ
の
関
係
の
裁
判
例
や
学
説
を
網
羅
的
に
紹
介
す
る
も
の
に
、
清
水
節
「
判
例
・

先
例
親
族
法
Ⅱ
―
親
子
―
」
一
九
二
頁
以
下
、
日
本
加
除
出
版
、
平
成
七
年
が
あ
る
。
そ
の
他
の
問
題
を
含
む
「
子
の
氏
の
変
更
」
全
体

に
つ
い
て
、
澤
田
省
三
「
子
の
氏
の
変
更
」
、
新
家
族
法
大
系
②
「
親
族
Ⅱ
」
五
六
九
頁
以
下
、
新
日
本
法
規
、
平
成
二
〇
年
）
が
あ
る
。

（
３
）
例
え
ば
、
破
産
手
続
開
始
決
定
が
あ
れ
ば
、
そ
の
旨
の
公
告
（
官
報
に
所
定
事
項
を
掲
載
、
破
産
法
三
二
条
一
項
）
、
通
知
（
破

産
債
権
者
あ
て
、
同
条
二
項
）
が
な
さ
れ
る
が
、
破
産
裁
判
所
は
、
そ
の
一
環
と
し
て
、
破
産
者
本
人
の
本
籍
所
在
地
の
市
区
町
村
あ
て
、

通
知
を
し
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
、
市
区
町
村
に
お
い
て
調
製
さ
れ
て
い
る
破
産
者
名
簿
に
登
録
さ
れ
る
（
園
尾
隆
司
「
破
産
者
に
対
す
る

制
裁
と
破
産
者
名
簿
調
製
の
歴
史
」
判
タ
一
三
八
八
号
一
〇
頁
、
伊
藤
眞
「
破
産
法
・
民
事
再
生
法
」
一
七
一
頁
、
有
斐
閣
、
第
三
版
、

二
〇
一
四
年
）
。
ま
た
、
公
告
に
よ
る
官
報
情
報
は
、
信
用
情
報
機
関
で
も
登
録
さ
れ
る
（
高
橋
利
全
「
信
用
情
報
」
リ
ー
ス
・
ク
レ
ジ
ッ

ト
の
法
律
相
談
四
六
四
頁
、
青
林
書
院
、
第
三
版
、
二
〇
一
〇
年
）
。
破
産
事
件
の
際
に
、
申
立
人
が
、
氏
を
変
更
し
て
多
重
債
務
者
で

あ
る
こ
と
を
隠
し
、
新
た
に
金
融
取
引
を
し
て
結
局
破
産
し
、
そ
の
こ
と
が
露
見
す
る
例
は
多
く
、
家
裁
の
不
用
意
な
許
可
が
、
被
害
の

拡
大
を
招
い
て
い
る
事
実
に
、
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
た
だ
、
単
に
、
離
婚
と
再
婚
を
繰
り
返
す
こ
と
で
、
合
法
的
に
民
法
上
の
氏
を

変
更
し
て
、
そ
の
目
的
を
遂
げ
て
い
る
例
も
あ
る
の
で
、
限
界
は
あ
る
。
も
っ
と
も
、
い
わ
ゆ
る
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
法
（
行
政
手
続
に
お
け

る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
）
の
個
人
番
号
の
利
用
は
、
現
在
、
社
会
保
障
、
税
、
災
害
対
応
に

限
ら
れ
て
は
い
る
が
、
金
融
取
引
に
は
、
税
が
絡
む
の
で
、
金
融
機
関
で
、
口
座
を
開
設
す
る
際
、
そ
の
提
示
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
な
ど

で
、
将
来
的
に
は
、
こ
の
種
の
弊
害
は
な
く
な
る
と
思
わ
れ
る
。

（
４
）
前
科
に
つ
い
て
は
、
有
罪
の
裁
判
が
確
定
す
る
と
、
検
察
庁
か
ら
本
人
の
本
籍
地
の
市
区
町
村
に
既
決
犯
罪
通
知
が
な
さ
れ
、
そ
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れ
に
基
づ
い
て
、
市
区
町
村
に
お
い
て
調
製
さ
れ
て
い
る
犯
罪
者
名
簿
に
登
録
さ
れ
る
（
富
永
康
雄
「
前
科
登
録
と
犯
歴
事
務
」
四
四
頁
、

日
本
加
除
出
版
、
四
版
、
二
〇
一
二
年
）
。
な
お
、
犯
罪
者
名
簿
は
、
公
職
選
挙
法
一
一
条
の
二
の
定
め
る
被
選
挙
権
を
有
し
な
い
者
の

確
認
に
必
要
な
た
め
に
調
製
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
た
だ
、
仮
に
、
氏
の
変
更
が
あ
れ
ば
、
当
局
の
戸
籍
事
項
の
訂
正
事
務
の
対
象

と
な
る
の
で
（
富
永
康
雄
前
掲
書
二
八
頁
）
、
実
際
に
犯
歴
を
隠
す
こ
と
は
で
き
な
い
の
は
、
当
然
で
あ
る
。
な
お
、
自
ら
が
元
暴
力
団

員
と
し
て
周
知
さ
れ
て
い
る
者
か
ら
の
氏
の
変
更
許
可
申
立
て
に
つ
い
て
、
客
観
的
に
現
在
の
氏
に
お
け
る
社
会
生
活
上
の
現
実
の
支
障

や
不
利
益
が
あ
り
、
氏
の
変
更
の
必
要
が
あ
る
こ
と
、
氏
の
変
更
が
、
本
人
の
更
生
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
事
情
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ

れ
を
認
め
た
例
が
あ
る
が
（
宮
崎
家
裁
平
成
八
年
八
月
五
日
審
判 

・ 

家
月
四
九 

・ 

一 

・ 

一
四
〇
）
、
既
に
更
生
し
て
事
業
を
営
ん
で
い
る

者
へ
の
暴
力
団
関
係
者
か
ら
の
関
わ
り
を
断
つ
と
い
う
考
え
は
、
あ
る
程
度
評
価
で
き
る
が
、
既
に
元
暴
力
団
員
と
周
知
さ
れ
て
い
る
の

で
あ
れ
ば
、
氏
の
変
更
が
ど
の
程
度
の
効
果
が
あ
る
か
疑
問
が
あ
る
し
、
澤
田
省
三
「
判
評
」
（
民
商
一
一
九 

・ 

三 

・ 

一
二
一
）
が
、
本

来
自
己
責
任
で
解
決
す
べ
き
問
題
で
、
よ
り
客
観
的
な
必
要
事
由
の
存
在
の
認
定
に
比
重
を
置
い
た
判
断
が
要
る
こ
と
、
そ
う
で
な
け
れ

ば
、
安
易
な
前
歴
隠
し
に
利
用
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
こ
と
も
、
賛
同
で
き
る
。

（
５
）
例
え
ば
、
福
岡
家
裁
の
家
事
部
裁
判
官
は
、
所
長
を
含
め
て
五
名
（
ほ
か
に
、
家
事
調
停
官
二
名
）
で
あ
る
。
裁
判
官
の
中
で
、

家
裁
本
務
（
本
庁
と
専
任
裁
判
官
の
い
る
大
規
模
支
部
に
限
ら
れ
る
）
の
員
数
は
、
全
体
の
数
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
り
、
家
裁
を
希
望
す
る

者
と
地
裁
希
望
だ
が
人
事
の
関
係
で
家
裁
に
配
属
さ
れ
た
者
（
筆
者
も
そ
の
一
人
）
と
が
い
る
。
前
者
は
、
家
裁
の
事
件
の
特
殊
性
に
や

り
が
い
を
見
出
し
た
り
、
処
理
の
柔
軟
性
（
非
訟
事
件
で
、
裁
量
が
広
い
）
を
似
つ
か
わ
し
く
感
じ
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、
筆
者
の
感

じ
た
と
こ
ろ
で
は
、
事
件
処
理
に
当
た
っ
て
、
時
に
尖
っ
た
、
時
に
融
通
無
碍
な
意
見
を
言
う
こ
と
が
あ
る
。
後
者
は
、
な
に
ぶ
ん
経
験

が
十
分
で
は
な
い
の
で
、
執
務
資
料
や
文
献
に
頼
り
、
実
務
の
大
勢
を
見
極
め
、
そ
れ
に
そ
う
よ
う
努
め
る
傾
向
が
あ
る
。
な
お
、
審
判

例
の
研
究
に
当
た
っ
て
は
、
公
刊
物
に
掲
載
さ
れ
る
審
判
例
は
、
判
断
内
容
や
理
由
づ
け
に
掲
載
す
る
価
値
が
あ
る
と
し
て
採
用
さ
れ
た
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も
の
で
、
実
務
を
指
導
す
る
審
判
も
あ
れ
ば
、
あ
る
意
味
「
変
わ
っ
た
」
審
判
も
あ
る
こ
と
に
留
意
す
べ
き
で
あ
り
、
そ
れ
が
家
裁
実
務

の
中
で
ど
う
評
価
さ
れ
て
い
る
か
に
も
気
を
配
っ
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

 
二　

「
氏
」
の
変
更
の
基
本
原
則

　

ま
ず
、
氏
は
、
名
と
相
ま
っ
て
、
個
人
を
特
定
し
、
他
人
と
識
別
す
る
重
要
な
役
割
が
あ
る
ほ
か
、
夫
婦
と
そ
の
子
を
単
位
と
し
て
編

成
さ
れ
る
こ
と
か
ら
（
戸
籍
法
六
条
、
一
八
条
、
そ
の
基
は
、
民
法
七
五
〇
条
、
七
九
〇
条
）
、
家
族
共
同
体
の
呼
称
と
し
て
の
意
味
を

持
ち
、
個
人
的
の
み
な
ら
ず
、
社
会
的
意
義
を
有
す
る
。
そ
の
た
め
、
前
記
の
と
お
り
、
そ
の
変
更
が
軽
々
に
許
さ
れ
な
い
こ
と
は
当
然

で
、
法
は
、「
や
む
を
得
な
い
事
由
」
が
あ
り
、
家
裁
が
許
可
し
た
場
合
に
し
か
、
こ
れ
を
認
め
な
い
（
戸
籍
法
一
〇
七
条
一
項
）
（
６
）
。

な
お
、
氏
の
変
更
を
考
え
る
と
き
、
そ
の
「
氏
」
に
は
、
前
記
の
と
お
り
、
「
民
法
上
の
氏
」
と
「
呼
称
上
の
氏
」
と
が
あ
る
と
さ
れ
て

い
る
こ
と
に
注
意
を
要
す
る
。
す
な
わ
ち
、「
民
法
上
の
氏
」
と
は
、
人
が
、
出
生
や
そ
の
後
の
身
分
行
為
（
婚
姻
、
離
婚
、
養
子
縁
組
、

離
縁
な
ど
）
に
よ
り
、
民
法
の
定
め
に
よ
っ
て
取
得
し
、
そ
れ
に
応
じ
て
戸
籍
の
変
動
を
生
じ
る
も
の
を
い
う
。
こ
れ
に
対
し
て
「
呼
称

上
の
氏
」
と
は
、
戸
籍
の
氏
名
欄
の
「
氏
」
の
記
載
を
、
許
可
を
前
提
と
し
て
変
更
す
る
こ
と
で
名
乗
る
、
「
氏
」
を
い
い
（
７
）
、
新
た

に
設
け
ら
れ
た
い
わ
ゆ
る
「
婚
氏
続
称
」
も
、
本
来
、
婚
姻
に
よ
り
氏
を
改
め
た
者
は
、
離
婚
に
よ
り
、
婚
姻
前
の
氏
に
復
す
る
が
（
民

法
七
六
七
条
一
項
、
こ
れ
が
民
法
上
の
氏
）
、
一
定
の
要
件
の
も
と
に
、
離
婚
の
際
に
称
し
て
い
た
氏
を
称
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で

（
同
条
二
項
）
、
こ
の
例
に
当
た
る
と
さ
れ
て
い
る
。

　

そ
の
氏
の
変
更
が
認
め
ら
れ
る
要
件
と
し
て
戸
籍
法
の
定
め
る
「
や
む
を
得
な
い
事
由
」
と
は
、
ど
の
よ
う
な
場
合
か
を
一
義
的
に
定

義
す
る
の
は
難
し
い
が
、
通
姓
に
対
す
る
愛
着
や
内
縁
関
係
の
暴
露
を
嫌
う
と
い
う
よ
う
な
主
観
的
事
情
だ
け
で
は
足
ら
ず
、
呼
称
秩
序
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の
不
変
性
確
保
と
い
う
国
家
的
、
社
会
的
利
益
を
犠
牲
に
す
る
に
値
す
る
ほ
ど
の
客
観
的
必
要
性
が
存
す
る
こ
と
（
札
幌
高
裁
昭
和
四
一

年
一
〇
月
一
八
日
決
定 

・ 

判
タ
二
一
五 

・ 

二
二
二
、
加
藤
令
造
・
岡
垣
学
補
訂
「
戸
籍
法
逐
条
解
説
」
六
七
〇
頁
、
日
本
加
除
出
版
、
全 

訂
版
、
昭
和
六
〇
年
）
と
説
明
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
認
め
ら
れ
る
具
体
例
と
し
て
は
、
一
般
的
に
、
①
珍
奇 

・ 

難
解 

・ 

難
読
、
②
同
姓 

同
名
で
社
会
生
活
上
の
支
障
が
あ
る
場
合
、
③
長
年
の
通
称
使
用
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
（
谷
口
知
平
「
戸
籍
法
」
（
法
律
学
全
集
） 

二
六
九
頁
、
有
斐
閣
、
第
三
版
、
昭
和
六
一
年
）
。
た
だ
、
前
記
の
婚
氏
続
称
を
選
択
し
た
が
、
そ
の
後
旧
姓
（
民
法
上
の
氏
）
に
戻
り

た
い
と
い
う
場
合
は
、
特
別
に
緩
や
か
に
認
め
る
運
用
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
特
筆
さ
れ
る
。

（
６
）
た
だ
し
、
こ
れ
は
、
現
行
民
法
の
氏
制
度
を
前
提
に
し
て
お
り
、
仮
に
、
夫
婦
別
姓
制
度
が
採
用
さ
れ
た
場
合
は
、
戸
籍
の
編
成

を
含
め
て
、
全
く
別
の
問
題
に
な
る
こ
と
は
当
然
で
あ
る
。
な
お
、
戸
籍
法
の
定
め
る
家
裁
の
許
可
に
つ
い
て
、
坂
梨
喬
「
氏
・
名
変
更

許
可
実
務
の
現
状
と
展
望
―
許
可
基
準
を
中
心
と
し
て
ー
」
戸
籍
六
九
四
号
一
頁
以
下
は
、
許
可
基
準
が
、
氏
名
不
可
変
更
性
を
前
提
と

し
た
社
会
的
相
当
性
の
有
無
で
判
断
す
る
基
準
か
ら
、
個
人
の
自
由
と
呼
称
秩
序
の
安
定
と
を
比
較
衡
量
し
て
判
断
す
る
基
準
に
移
行
し

て
い
る
が
、
個
人
の
自
由
を
よ
り
重
視
す
る
方
向
に
向
か
っ
て
い
る
と
し
て
い
る
。

（
７
）
注
意
し
た
い
の
は
、
「
呼
称
上
の
氏
」
は
、
「
民
法
上
の
氏
」
と
別
個
の
存
在
で
は
な
く
、
呼
称
上
の
氏
も
、
民
法
上
の
氏
で
、
た

だ
、
「
氏
」
の
「
呼
称
」
が
異
な
る
だ
け
で
あ
る
。
例
え
ば
、
再
婚
後
離
婚
し
、
離
婚
時
称
し
て
い
た
再
婚
し
た
夫
の
氏
を
続
称
す
る
母

の
新
戸
籍
に
、
再
婚
前
の
戸
籍
に
あ
る
子
が
入
ろ
う
と
す
る
場
合
、
呼
称
は
異
な
っ
て
い
て
も
、
民
法
上
の
氏
は
母
と
同
一
な
の
で
、
家

裁
の
許
可
な
く
、
母
の
新
戸
籍
に
入
れ
る
、
戸
籍
実
務
上
の
取
扱
い
が
あ
る
（
島
田
充
子
「
改
氏
許
可
基
準
と
手
続
（
一
）
」
、
家
事
関
係

裁
判
例
と
実
務
二
四
五
題
二
六
三
頁
、
判
タ
一
一
〇
〇
号
）
。
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三　

「
氏
の
変
更
」
の
実
務

　

１　

実
務
で
は
、
こ
の
申
立
て
が
あ
る
と
、
旧
法
の
時
代
か
ら
、
参
与
員
（
８
）
に
、
予
備
審
問
と
称
し
て
、
申
立
て
の
理
由
に
挙
げ

ら
れ
た
内
容
に
つ
い
て
、
定
型
的
に
、
そ
の
具
体
的
な
事
情
を
聴
き
取
ら
せ
、
報
告
さ
せ
る
取
扱
に
な
っ
て
い
る
（
旧
法
の
時
代
か
ら
、

参
与
員
の
意
見
を
聞
く
こ
と
が
原
則
と
さ
れ
て
い
た
も
の
の
（
旧
法
三
条
一
項
、
新
法
で
は
四
〇
条
一
項
）
、
旧
法
の
時
代
は
、
予
め
当

事
者
か
ら
事
情
を
聴
く
こ
と
を
許
す
明
文
の
規
定
は
な
か
っ
た
。
現
在
は
、
同
三
項
で
、
予
備
審
問
が
明
文
化
さ
れ
て
い
る
。
）
。
た
だ
、

そ
の
指
示
は
、
例
え
ば
、
そ
の
具
体
的
な
事
情
を
確
認
す
る
こ
と
な
ど
、
予
め
概
括
的
に
し
か
与
え
ら
れ
な
い
の
で
、
聴
き
取
る
内
容
は
、

指
定
さ
れ
た
参
与
員
に
よ
っ
て
、
さ
ま
ざ
ま
で
、
抽
象
的
過
ぎ
て
、
事
情
を
十
分
聴
き
取
っ
て
い
る
か
、
疑
問
な
例
も
あ
り
（
さ
ら
に
は
、

意
見
を
付
け
る
際
、
申
立
て
を
認
め
る
の
が
司
法
サ
ー
ビ
ス
で
あ
る
と
勘
違
い
し
て
、
安
易
に
「
相
当
」
と
い
う
意
見
を
付
け
る
参
与
員

が
い
て
、
閉
口
し
た
。
）
、 

部
内
の
研
修
な
ど
（
別
紙
で
、
当
時
の
資
料
の
抜
粋
を
付
加
す
る
。
）
を
通
じ
て
、
注
意
喚
起
を
す
る
こ
と
が

あ
っ
た
。

（
８
）
参
与
員
は
、
家
裁
で
予
め
選
任
し
た
参
与
員
候
補
者
の
名
簿
か
ら
、
事
件
毎
に
指
定
さ
れ
る
。
任
命
に
よ
り
身
分
を
取
得
す
る
調

停
委
員
と
は
異
な
る
。
参
与
員
候
補
者
は
、
ほ
と
ん
ど
家
事
調
停
委
員
か
、
そ
の
Ｏ
Ｂ
で
あ
る
が
、
そ
の
専
門
知
識
を
活
用
す
べ
く
、
戸

籍
関
係
の
事
件
の
た
め
、
法
務
局
職
員
を
、
財
産
管
理
や
相
続
関
係
の
事
件
の
た
め
に
、
銀
行
関
係
者
、
税
理
士
、
公
認
会
計
士
を
、
選

任
し
て
い
る
。
人
事
訴
訟
の
た
め
に
、
別
枠
で
当
事
者
と
年
齢
の
近
い
若
年
者
を
選
任
す
る
取
組
み
も
な
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
近
時
、

成
年
後
見
事
件
の
増
加
を
受
け
て
、
そ
の
た
め
に
研
修
を
し
て
、
知
識
を
付
け
さ
せ
た
専
門
の
参
与
員
候
補
者
を
養
成
し
、
予
備
審
問
に

活
用
す
る
こ
と
も
な
さ
れ
て
い
る
。
参
与
員
の
活
用
の
実
態
に
つ
い
て
は
、
森
野
俊
彦
「
家
事
審
判
に
お
け
る
参
与
員
の
役
割
」
新
家
族

法
大
系
⑤
（
調
停
・
審
判
・
訴
訟
）
二
八
六
頁
以
下
、
日
本
加
除
出
版
、
平
成
二
〇
年
、
が
あ
る
。
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２　

以
下
、
実
例
を
紹
介
す
る
。
一
番
多
か
っ
た
（
大
半
と
い
っ
て
よ
い
）
の
は
、
婚
氏
続
称
後
、
旧
姓
（
婚
姻
前
の
氏
）
に
戻
り
た

い
、
と
い
う
申
立
て
で
あ
る
（
正
確
に
は
、
注
（
７
）
の
と
お
り
、
民
法
上
の
氏
は
、
離
婚
に
よ
り
復
氏
し
て
い
る
の
で
、
た
だ
そ
の
呼

称
を
、
婚
氏
か
ら
、
旧
姓
に
変
更
し
た
い
と
い
う
だ
け
で
あ
る
（
島
田
充
子
「
改
氏
許
可
基
準
と
手
続
（
二
）
」
二
六
四
頁
、
前
掲
判
タ

一
一
〇
〇
号
）
。
）
。
こ
れ
は
、
本
人
の
意
思
で
、
婚
氏
を
続
称
す
る
選
択
を
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
ま
た
旧
姓
に
戻
り
た
い
と
い
う
の
は
、

わ
が
ま
ま
と
も
評
価
で
き
る
の
で
、
直
ち
に
戸
籍
法
の
い
う
「
や
む
を
得
な
い
事
由
」
が
あ
る
と
し
て
、
こ
れ
を
認
め
る
の
は
異
論
が
あ

る
と
考
え
ら
れ
る
が
（
か
つ
て
は
、
不
許
可
に
す
る
裁
判
例
が
多
か
っ
た
。
緩
和
の
流
れ
を
紹
介
す
る
も
の
に
、
床
谷
文
雄
「
離
婚
後
に

婚
氏
を
継
続
使
用
し
た
者
の
離
婚
氏
へ
の
変
更
と
戸
籍
法
一
〇
七
条
一
項
」
、
私
法
判
例
リ
マ
ー
ク
ス
（
６
）
一
九
九
三
年
（
上
）
平
成

四
年
度
判
例
評
論
八
九
頁
）
、
本
来
の
氏
に
戻
り
た
い
（
民
法
七
六
七
条
一
項
）
と
い
う
希
望
は
、
そ
れ
な
り
に
理
解
で
き
る
の
で
、
続

称
が
長
期
間
継
続
し
た
場
合
や
、
続
称
後
、
良
く
な
い
こ
と
が
続
く
、
姓
名
判
断
で
運
勢
が
悪
い
と
言
わ
れ
た
な
ど
、
迷
信
に
属
す
る
理

由
を
挙
げ
る
場
合
、
前
夫
が
、
続
称
を
嫌
が
る
と
い
っ
た
制
度
趣
旨
に
反
す
る
場
合
（
た
だ
、
そ
れ
に
よ
り
、
申
立
人
自
身
、
続
称
が
嫌

に
な
っ
た
場
合
に
は
、
そ
の
意
思
を
尊
重
し
、
む
し
ろ
、
許
可
す
べ
き
で
あ
ろ
う
）
な
ど
を
除
い
て
、
許
可
す
る
の
が
原
則
で
あ
る
（
続

称
の
四
年
後
に
申
立
て
た
が
、
現
在
自
分
の
実
家
で
父
母
と
同
居
し
、
翌
年
に
は
、
元
夫
と
は
別
の
男
性
の
子
を
出
産
予
定
の
事
例
に
つ

い
て
、
許
可
し
た
名
古
屋
高
裁
平
成
七
年
一
月
三
一
日
決
定
（
家
月
四
七 

・ 

一
二 

・ 

四
一
）
が
あ
る
。
な
お
、
石
井
美
智
子
「
離
婚
に
伴

う
続
称
と
復
氏
の
手
続
」
夫
婦
・
親
族
二
一
五
題
三
八
七
頁
、
判
タ
七
四
七
号
）
。
続
称
が
長
期
化
し
た
場
合
を
例
外
と
す
る
の
は
、
そ

れ
だ
け
そ
の
続
称
し
た
氏
が
申
立
人
の
氏
と
し
て
、
社
会
に
深
く
定
着
す
る
の
で
、
個
人
の
識
別
の
観
点
か
ら
、
そ
の
変
更
は
社
会
に
混

乱
を
招
き
、
戸
籍
法
一
〇
七
条
の
定
め
る
「
や
む
を
得
な
い
事
由
」
が
あ
る
か
疑
問
な
上
、
不
自
然
な
時
期
で
の
申
立
て
に
は
、
前
記

一
で
触
れ
た
よ
う
な
自
ら
の
過
去
を
隠
し
た
い
不
正
な
意
図
が
潜
ん
で
い
る
可
能
性
が
あ
る
た
め
、
慎
重
な
判
断
が
要
る
こ
と
に
よ
る

（
９
）
。
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こ
の
類
型
の
申
立
て
の
際
、
申
立
人
が
変
更
し
た
い
理
由
と
し
て
述
べ
る
事
情
と
、
そ
の
際
注
意
し
て
確
認
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
、

紹
介
す
る
。
①　

子
が
成
人
し
た
。
→
こ
れ
は
、
子
が
、
氏
が
変
わ
る
こ
と
を
嫌
が
る
場
合
（
子
の
氏
の
変
更
を
し
な
け
れ
ば
、
問
題
は

な
い
は
ず
だ
が
、
社
会
生
活
上
、
母
と
子
と
の
氏
が
異
な
る
の
は
、
都
合
が
悪
い
。
）
、
子
の
た
め
に
、
自
分
の
希
望
を
押
さ
え
て
、
婚
氏

を
続
称
す
る
こ
と
が
あ
る
の
で
、
子
の
こ
と
を
考
え
な
く
て
も
よ
く
な
っ
た
時
期
を
見
計
ら
っ
て
の
申
立
て
と
し
て
、
も
っ
と
も
な
理
由

で
あ
る
。
た
だ
、
注
意
す
る
の
は
、
そ
の
時
期
が
、
子
の
成
人
か
ら
長
期
間
経
過
し
た
後
だ
と
す
る
と
、
な
ぜ
遅
れ
た
か
、
を
確
認
す
る

こ
と
が
必
要
と
な
ろ
う
。
②　

実
家
の
墓
に
入
り
た
い
。
→
人
情
と
し
て
、
年
を
取
っ
て
里
ご
こ
ろ
が
生
じ
る
こ
と
は
、
あ
り
え
よ
う
。

た
だ
、
こ
れ
は
、
寺
院
墓
地
と
す
れ
ば
、
永
代
使
用
権
者
（
祭
祀
主
宰
者
）
の
判
断
が
前
提
で
あ
り
、
寺
院
の
意
向
も
問
題
と
な
ろ
う
。

他
の
公
営
、
民
営
の
墓
地
で
も
、
上
記
の
永
代
使
用
権
者
の
判
断
の
ほ
か
、
管
理
規
則
の
定
め
が
ど
う
な
っ
て
い
る
か
の
確
認
が
必
要
で

あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
点
を
明
確
に
し
な
い
で
、
そ
の
適
否
を
判
断
す
る
の
は
、
早
計
で
あ
る
（
10
）
。
③　

同
居
し
て
面
倒
を
見
た
い
。

→
こ
れ
も
も
っ
と
も
と
い
え
る
。
た
だ
、
自
分
の
家
に
引
き
取
る
場
合
、
施
設
に
入
所
さ
せ
る
場
合
な
ら
、
無
用
の
は
ず
で
あ
ろ
う
。
ま

た
、
実
際
に
介
護
す
る
の
は
、
相
当
の
負
担
が
あ
り
、
覚
悟
が
必
要
で
あ
る
の
で
、
そ
の
実
現
性
に
も
注
意
を
配
る
べ
き
で
あ
る
。
④　

子
が
同
意
し
て
い
る
。
→
こ
れ
も
理
由
に
は
な
る
。
た
だ
、
子
の
同
意
書
を
提
出
す
る
例
も
あ
る
が
、
筆
跡
が
、
申
立
人
と
同
じ
と
い
う

こ
と
が
あ
り
、
子
の
意
思
確
認
が
必
要
な
場
合
も
出
て
く
る
。
⑤　

離
婚
の
際
、
実
家
に
迷
惑
を
か
け
た
。
→
確
か
に
、
簡
単
に
旧
姓
に

戻
れ
な
か
っ
た
理
由
に
は
な
ろ
う
。
た
だ
、
そ
の
迷
惑
の
程
度
も
あ
ろ
う
し
、
そ
の
後
、
長
く
婚
氏
を
名
乗
り
続
け
て
い
る
と
す
れ
ば
、

そ
の
理
由
も
含
め
て
、
具
体
的
に
、
尋
ね
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
以
上
、
や
や
意
地
悪
と
と
ら
え
る
向
き
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
不
自

然
な
事
情
が
あ
る
と
、
そ
の
裏
に
は
隠
さ
れ
た
意
図
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、
細
か
く
事
情
を
聴
き
取
る
こ
と
に
は

意
味
が
あ
る
。

　

他
の
例
と
し
て
、
婚
姻
で
氏
を
改
め
、
離
婚
に
よ
り
、
旧
姓
に
戻
っ
た
が
（
復
氏
）
、
婚
氏
に
変
更
し
た
い
と
い
う
場
合
も
あ
る
。
こ
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れ
は
、
民
法
に
従
っ
て
復
氏
し
た
の
に
、
新
た
に
別
の
氏
で
あ
る
婚
氏
に
変
更
を
求
め
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
原
則
と
し
て
、
許
可
で
き

ま
い
。
た
だ
、
社
会
生
活
上
の
不
便
な
ど
、
文
字
ど
お
り
「
や
む
を
得
な
い
事
由
」
が
あ
る
か
を
具
体
的
に
問
い
た
だ
し
た
上
で
、
判
断

す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
ま
た
、
婚
氏
を
続
称
し
た
後
、
新
た
に
婚
姻
（
再
婚
）
し
、
新
婚
氏
を
名
乗
っ
た
後
、
ま
た
離
婚
し
た
場
合
に
、

自
ら
の
旧
姓
に
戻
る
こ
と
は
、
民
法
上
は
認
め
ら
れ
て
い
な
い
（
民
法
七
六
七
条
二
項
で
、
選
択
で
き
る
の
は
、
続
称
し
た
婚
氏
で
あ

る
）
。
こ
の
場
合
に
、
旧
姓
に
戻
れ
る
か
も
、
「
や
む
を
得
な
い
事
由
」
が
あ
る
か
を
具
体
的
に
問
い
た
だ
し
た
上
で
、
判
断
す
る
こ
と
に

な
ろ
う
（
11
）
。

　

便
宜
、
こ
こ
で
紹
介
す
る
と
、
筆
者
は
、
経
験
し
た
こ
と
は
な
い
が
、
い
わ
ゆ
る
重
婚
的
内
縁
の
妻
が
、
内
縁
の
夫
と
同
氏
を
名
乗
り

た
い
た
め
、
内
縁
の
夫
と
同
じ
氏
へ
の
変
更
を
求
め
る
事
例
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
呼
称
上
の
氏
の
変
更
で
、
同
一
戸
籍
に
入
籍
す
る
訳
で

は
な
い
が
、
前
記
一
で
子
の
氏
の
変
更
の
際
に
問
題
と
な
る
と
し
て
挙
げ
た
、
認
知
さ
れ
た
婚
外
子
が
父
親
の
氏
を
称
す
る
場
合
と
似
た

よ
う
な
問
題
が
あ
り
、
婚
姻
制
度
の
保
護
の
見
地
か
ら
、
妻
や
嫡
出
子
の
意
向
を
十
分
に
尊
重
す
る
必
要
が
あ
る
た
め
、
容
易
に
は
認
め

な
い
の
が
取
扱
い
で
あ
る
（
同
旨
、
久
留
都
茂
子
「
重
婚
的
内
縁
の
妻
の
改
氏
の
可
否
」
前
掲
判
タ
七
四
七
号
三
九
六
頁
）
。
こ
れ
を
認

め
た
横
浜
家
裁
平
成
四
年
七
月
八
日
審
判
（
家
月
四
五 
・ 

一 

・ 

一
四
〇
）
は
、
既
に
内
縁
の
夫
も
、
そ
の
妻
も
死
亡
し
た
、
六
〇
年
以
上

元
内
縁
の
夫
の
氏
を
称
し
て
い
た
内
縁
の
妻
の
申
立
て
（
子
は
、
申
立
人
と
の
間
に
九
人
い
る
が
、
妻
の
子
と
し
て
届
出
済
み
）
で
あ

り
、
誰
も
異
論
を
は
さ
む
こ
と
が
予
想
さ
れ
な
い
事
例
で
あ
り
、
問
題
は
な
い
（
な
お
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
事
実
上
の
離
婚
状
態
で
、

内
縁
の
夫
の
氏
を
永
年
使
用
し
て
い
る
場
合
に
は
、
変
更
を
認
め
る
こ
と
が
、
婚
外
子
に
父
の
氏
を
法
的
に
保
障
す
る
こ
と
に
な
る
と
す

る
、
山
脇
貞
司
「
氏
の
変
更
に
関
す
る
一
考
察
」
（
静
岡
大
学
・
法
政
研
究
六 

・ 

三
．
四
合
併
号
一
六
頁
）
が
あ
る
。
）
。
ま
た
、
子
の
氏
の

変
更
の
例
だ
が
、
東
京
高
裁
平
成
二
年
五
月
一
一
日
決
定
（
東
京
高
裁
（
民
事
）
判
決
時
報
四
一 

・ 

五
～
八 

・ 

二
八
）
が
、
出
生
時
か
ら
、

父
親
の
氏
を
称
し
て
い
た
二
二
歳
と
一
七
歳
の
認
知
さ
れ
た
子
ら
か
ら
の
、
父
親
の
氏
に
変
更
し
て
ほ
し
い
と
い
う
申
立
て
に
対
し
、
父
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親
は
、
子
ら
の
母
親
と
二
五
年
以
上
同
棲
し
て
子
ら
を
も
う
け
た
一
方
、
妻
と
は
全
く
行
き
来
が
な
く
、
事
実
上
の
離
婚
状
態
に
あ
る
こ

と
、
嫡
出
子
は
、
既
に
婚
姻
し
て
お
り
、
申
立
人
ら
が
氏
を
変
更
し
て
も
、
影
響
を
受
け
る
お
そ
れ
は
な
い
、
と
し
て
変
更
を
認
め
た
が
、

こ
れ
も
や
む
を
得
ま
い
。

（
９
）　

同
旨
、
島
田
充
子
「
改
氏
許
可
基
準
と
手
続
（
二
）
」
、
前
掲
判
タ
一
一
〇
〇
号
二
六
五
頁
。
筆
者
は
、
そ
の
期
間
に
つ
い
て
、

請
求
権
の
時
効
に
な
ぞ
ら
え
て
、
変
更
を
希
望
す
る
事
情
（
例
え
ば
、
子
が
成
人
し
た
な
ど
）
が
生
じ
て
か
ら
、
一
〇
年
を
一
応
の
基
準

と
し
て
い
た
。
な
お
、
東
京
高
裁
平
成
二
六
年
一
〇
月
二
日
決
定
（
判
時
二
二
七
八 

・ 

六
六
）
は
、
婚
氏
を
一
五
年
続
称
し
て
き
た
申
立

人
の
旧
姓
に
対
す
る
変
更
申
立
て
を
不
許
可
に
し
た
原
審
判
を
取
り
消
し
、
変
更
を
許
可
し
た
も
の
で
、
こ
れ
は
、
当
時
は
、
子
が
九
歳

で
学
校
の
関
係
が
あ
っ
た
が
、
子
は
大
学
を
卒
業
し
、
変
更
に
同
意
し
て
い
る
こ
と
、
申
立
人
は
、
平
成
一
七
年
か
ら
九
年
間
、
実
家
で

両
親
と
同
居
し
、
家
業
を
手
伝
い
、
将
来
は
祭
祀
承
継
者
と
目
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
と
い
う
事
情
が
あ
っ
て
の
こ
と
で
、
是
認
で
き
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
仙
台
家
裁
石
巻
支
平
成
五
年
二
月
一
五
日
審
判
（
家
月
四
六 

・ 

六 

・ 

六
九
）
は
、
生
来
的
な
氏
が
本
来
的
な
も
の
で
、

続
称
し
た
婚
氏
が
定
着
し
て
い
て
も
、
社
会
的
弊
害
が
な
け
れ
ば
変
更
で
き
る
と
す
る
が
、
続
称
後
一
五
年
が
経
過
し
、
動
機
も
、
子
が

二
五
歳
で
結
婚
が
決
ま
っ
た
、
実
家
の
墓
に
入
り
た
い
な
ど
と
い
う
程
度
で
あ
り
、
氏
の
変
更
自
体
が
社
会
的
弊
害
（
呼
称
秩
序
の
不
安

定
化
）
に
当
た
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
、
賛
同
で
き
な
い
（
澤
田
省
三
「
判
評
」
（
戸
籍
六
二
六
号
三
五
頁
）
も
、
動
機
薄
弱
で

あ
り
、
呼
称
秩
序
の
維
持
か
ら
、
結
論
に
疑
問
を
残
し
て
い
る
。
）
。
理
屈
で
は
あ
る
が
、
民
法
上
の
氏
は
、
既
に
復
氏
し
て
お
り
、
変
更

さ
れ
る
の
は
、
呼
称
上
の
氏
で
あ
っ
て
、
そ
の
重
さ
に
は
違
い
が
あ
る
の
で
、
そ
こ
ま
で
重
視
す
る
必
要
性
は
な
い
と
言
え
ば
、
言
い
過

ぎ
で
あ
ろ
う
か
。
な
お
、
離
婚
に
よ
る
復
氏
の
実
例
に
つ
い
て
報
告
す
る
と
と
も
に
、
そ
れ
に
対
す
る
私
見
を
述
べ
た
も
の
に
、
西
理
「
離

婚
に
よ
る
復
氏
と
氏
の
変
更
」
（
家
月
四
三 

・ 

八 

・ 

一
）
が
あ
り
、
要
は
、
氏
の
変
更
を
動
機
付
け
る
事
情
（
積
極
要
素
）
と
変
更
さ
れ

る
こ
と
に
よ
り
も
た
ら
さ
れ
る
呼
称
秩
序
の
不
安
定
要
因
な
ど
（
消
極
要
素
）
の
相
関
関
係
の
問
題
で
、
両
者
を
比
較
衡
量
し
て
、
総
合
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的
に
判
断
す
る
が
、
そ
の
際
、
婚
姻
に
よ
り
氏
を
変
え
さ
せ
ら
れ
た
者
へ
の
償
い
と
し
て
、
広
く
再
考
の
余
地
を
認
め
る
べ
き
で
あ
る
と

す
る
も
の
で
、
裁
判
官
な
ら
で
は
の
率
直
な
興
味
深
い
意
見
で
あ
る
。

　

な
お
、
氏
の
変
更
申
立
て
に
、
自
ら
の
過
去
を
隠
し
た
い
と
い
う
不
正
の
意
図
が
疑
わ
れ
る
場
合
の
究
極
の
対
策
と
し
て
、
市
区
町
村

の
発
行
す
る
身
分
証
明
書
（
破
産
者
名
簿
、
犯
罪
者
名
簿
な
ど
に
掲
載
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
証
明
す
る
も
の
）
の
提
出
を
求
め
る
こ
と

が
あ
る
。
ま
た
、
氏
の
変
更
を
申
し
立
て
た
申
立
人
の
前
科
の
内
容
に
つ
い
て
、
検
察
庁
に
送
付
嘱
託
し
た
例
（
検
察
庁
は
、
個
別
に
判

断
し
て
、
理
由
が
あ
る
と
認
め
た
場
合
に
だ
け
、
前
科
調
書
の
送
付
嘱
託
に
応
じ
る
取
扱
で
あ
る
。
筆
者
の
担
当
し
た
事
件
は
、
母
親
と

同
居
し
た
い
と
い
う
理
由
で
、
変
更
を
求
め
た
が
、
直
前
に
外
国
籍
の
女
性
と
婚
姻
し
、
同
居
を
始
め
た
ば
か
り
で
、
そ
の
申
立
て
に
疑

問
が
あ
り
、
申
立
人
や
母
親
を
審
問
す
る
と
、
な
に
か
を
隠
し
て
い
る
気
配
が
強
か
っ
た
の
で
、
そ
の
事
情
を
説
明
し
て
前
科
照
会
し

た
。
結
果
は
、
前
科
が
多
数
あ
り
、
直
近
に
強
盗
致
傷
で
服
役
し
、
出
所
か
ら
そ
れ
ほ
ど
間
が
な
か
っ
た
こ
と
が
判
明
し
、
申
立
て
を
取

り
下
げ
さ
せ
た
。
こ
の
事
件
は
、
後
日
談
が
あ
り
、
そ
の
六
か
月
後
に
ま
た
同
様
の
申
立
て
を
し
て
き
た
が
、
た
ま
た
ま
、
ま
た
筆
者
の

担
当
事
件
と
な
っ
た
の
で
、
再
度
取
り
下
げ
さ
せ
た
。
）
も
あ
る
。
た
だ
、
こ
の
取
扱
い
は
、
例
外
的
な
も
の
で
、
広
く
求
め
る
の
は
、

問
題
が
あ
ろ
う
が
、
そ
の
疑
い
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
場
合
は
、
「
や
む
を
得
な
い
事
由
」
の
存
否
の
判
断
を
慎
重
に
お
こ
な
う
こ
と
に

は
な
る
。

（
10
）
な
お
、
「
葬
儀
・
寺
・
墓
・
相
続
大
辞
典
」
二
八
、
三
五
頁
週
刊
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
二
〇
一
〇
．
四
．
二
九
号
臨
時
増
刊
。
こ
の
点
、
千 

葉
家
裁
平
成
一
一
年
一
二
月
六
日
審
判
（
家
月
五
二 

・ 

五 

・ 

一
四
三
）
は
、
婚
氏
続
称
を
し
た
後
、
再
婚
、
離
婚
を
し
た
の
で
、
再
婚
前 

の
氏
に
復
氏
し
た
申
立
人
か
ら
の
自
ら
の
氏
（
旧
姓
）
に
変
更
し
た
い
と
い
う
申
立
て
に
対
し
、
故
郷
の
実
家
に
は
実
母
の
親
族
が
居
住

し
、
そ
こ
と
親
戚
付
き
合
い
が
あ
る
こ
と
、
将
来
帰
郷
し
て
、
死
後
は
実
家
の
墓
に
入
り
た
い
希
望
が
あ
る
こ
と
で
、
変
更
を
認
め
て
い

る
が
、
永
代
使
用
権
者
の
判
断
や
寺
院
の
考
え
な
ど
を
、
考
慮
し
た
形
跡
は
な
く
（
親
戚
付
き
合
い
を
す
る
の
と
、
そ
の
後
の
祭
祀
の
面
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倒
ま
で
見
る
の
と
で
は
、
重
さ
が
異
な
る
の
で
は
な
い
か
）
、
簡
単
に
そ
れ
を
認
め
て
い
る
点
は
、
問
題
が
あ
る
と
考
え
る
。
な
お
、
家

裁
実
務
が
、
祭
祀
承
継
（
特
に
身
近
な
祖
先
の
慰
霊
を
目
的
と
す
る
）
の
た
め
の
氏
の
変
更
を
認
め
な
い
傾
向
に
あ
る
の
は
問
題
で
あ
る

と
の
観
点
か
ら
、
自
説
を
述
べ
る
も
の
に
、
櫻
井
弘
晃
「
祭
祀
承
継
と
氏
の
変
更
」
（
法
学
論
集
（
九
国
大
）
一
八 

・ 

三 

・ 

二
二
七
）
が

あ
る
が
、
前
記
一
の
注
（
５
）
で
も
触
れ
た
が
、
公
刊
物
に
掲
載
さ
れ
た
裁
判
例
は
ご
く
少
数
で
し
か
な
く
、
そ
の
選
択
に
は
当
然
作
為 

が
働
い
て
い
る
の
で
、
公
刊
物
の
裁
判
例
を
検
討
す
る
だ
け
で
は
、
実
務
の
実
態
を
正
確
に
把
握
で
き
な
い
可
能
性
が
あ
る
の
で
、
実
務

家
と
意
見
交
換
を
す
る
機
会
を
持
つ
な
ど
し
て
頂
く
と
よ
り
実
情
が
分
か
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
（
筆
者
が
、
福
岡
地
家
裁
小
倉
支
部
に

在
勤
中
は
、
裁
判
所
、
弁
護
士
会
、
大
学
で
構
成
し
た
「
民
事
法
研
究
会
」
と
い
う
会
が
あ
り
、
定
期
的
に
、
各
団
体
が
輪
番
で
、
報
告

者
を
決
め
て
報
告
し
、
意
見
交
換
を
し
て
い
た
。
）
。
実
情
と
し
て
は
、
「
や
む
を
得
な
い
事
由
」
の
存
否
を
慎
重
に
衡
量
判
断
す
る
と
い

う
一
般
的
な
考
え
方
は
あ
る
が
、
黙
っ
て
変
更
を
認
め
て
い
る
（
定
型
審
判
で
済
ま
せ
る
）
「
物
分
か
り
の
よ
い
」
裁
判
官
が
相
当
数
い

る
の
で
は
な
い
か
と
想
像
し
て
い
る
（
申
立
て
に
対
す
る
却
下
（
不
許
可
）
率
（
た
だ
し
、
別
表
一
事
件
全
体
に
対
す
る
も
の
）
は
、
前

記
一
の
と
お
り
極
め
て
低
い
し
、
個
人
の
自
由
を
広
く
認
め
る
考
え
も
あ
る
。
）
。

（
11
）
こ
れ
に
対
し
て
、
東
京
高
裁
平
成
一
五
年
八
月
八
日
決
定
（
家
月
五
六 

・ 

四 

・ 

一
四
一
）
は
、
同
一
男
性
と
、
三
回
、
婚
姻
、
離 

婚
を
繰
り
返
し
た
妻
が
、
最
初
の
離
婚
の
際
、
子
の
た
め
に
、
婚
氏
続
称
を
し
た
た
め
、
自
ら
の
旧
姓
に
戻
れ
な
い
こ
と
に
な
っ
た
例
で
、

恣
意
的
な
申
立
て
や
、
社
会
的
弊
害
を
生
じ
る
特
段
の
事
情
が
な
け
れ
ば
、
旧
姓
に
変
更
す
る
こ
と
を
認
め
る
と
の
一
般
論
を
示
し
て
い

る
が
、
こ
こ
ま
で
広
く
認
め
る
こ
と
自
体
が
恣
意
的
と
評
価
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
前
記
千
葉
家
裁
平
成
一
一
年
一
二
月
六
日
審

判
が
、
濫
用
に
わ
た
る
も
の
で
は
な
く
、
特
に
弊
害
が
な
け
れ
ば
、
変
更
を
認
め
る
立
場
を
述
べ
て
い
る
の
も
同
じ
よ
う
に
問
題
が
あ
ろ

う
。

　

３　

稀
に
、
全
く
別
の
「
第
三
の
氏
」
へ
の
変
更
を
求
め
る
申
立
て
が
あ
る
。
こ
れ
を
認
め
る
こ
と
は
、
社
会
の
申
立
人
に
対
す
る
識
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別
手
段
を
一
旦
無
く
す
こ
と
に
な
る
の
で
、
そ
れ
を
認
め
る
に
足
り
る
客
観
的
な
「
や
む
を
得
な
い
事
由
」
が
あ
る
こ
と
が
必
須
で
あ

り
、
容
易
に
は
許
可
で
き
ま
い
。
筆
者
が
経
験
し
た
の
は
、
著
名
な
科
学
者
と
タ
レ
ン
ト
と
を
尊
敬
し
て
い
る
と
し
て
、
そ
の
両
者
を
合

体
し
た
よ
う
な
新
氏
へ
の
変
更
す
る
こ
と
を
申
し
立
て
た
例
が
あ
る
が
、
当
然
不
許
可
に
し
た
。
氏
に
使
わ
れ
た
漢
字
が
、
い
わ
ゆ
る
誤

字
俗
字
で
あ
る
場
合
、
こ
れ
を
正
字
に
改
め
る
こ
と
は
、
一
般
に
申
請
を
受
け
て
市
町
村
長
が
職
権
で
訂
正
す
れ
ば
足
り
る
取
扱
い
で
あ

る
が
（
戸
籍
法
二
四
条
二
項
、
同
法
施
行
規
則
三
一
条
一
項
）
、
そ
う
で
は
な
い
場
合
で
も
、
例
え
ば
「
い
そ
の
」
の
「
い
そ
」
が
「
礒
」

と
な
っ
て
い
る
の
を
、
一
般
的
に
使
用
さ
れ
て
い
る
「
磯
」
に
変
更
す
る
こ
と
の
許
可
を
求
め
る
申
立
て
も
、
第
三
の
氏
を
称
す
る
場
合

に
は
入
ろ
う
が
、
こ
の
よ
う
な
場
合
は
、
社
会
的
に
本
人
の
識
別
に
支
障
は
少
な
い
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
永
年
使
用
さ
れ
て
い
れ
ば
、

許
可
し
て
よ
い
。

　

日
本
人
が
外
国
人
と
婚
姻
し
て
も
、
外
国
人
に
は
民
法
上
の
氏
が
な
い
の
で
、
民
法
七
五
〇
条
の
適
用
は
な
く
、
戸
籍
上
、
そ
の
氏
は

変
わ
ら
な
い
。
こ
の
点
に
関
し
て
、
外
国
人
（
例
え
ば
韓
国
人
）
と
婚
姻
し
た
日
本
人
妻
が
、
夫
の
通
称
名
に
変
更
し
た
い
と
い
う
例
が

よ
く
あ
る
。
戸
籍
法
一
〇
七
条
二
項
は
、
一
定
の
期
間
内
で
あ
れ
ば
、
届
出
だ
け
で
家
裁
の
許
可
な
く
外
国
人
の
配
偶
者
の
称
し
て
い
る

氏
へ
の
変
更
を
認
め
て
い
る
。
こ
の
氏
と
は
、
正
式
の
氏
で
あ
り
、
通
称
は
こ
れ
と
は
異
な
る
の
で
、
変
更
を
認
め
な
い
と
い
う
考
え
も

あ
ろ
う
が
、
外
国
人
が
日
本
で
生
活
す
る
上
で
、
日
本
名
を
生
来
通
称
と
し
て
使
用
し
て
い
る
場
合
、
そ
れ
が
夫
の
氏
と
し
て
定
着
し
て

い
る
の
で
あ
れ
ば
、
日
本
人
妻
が
生
ま
れ
て
く
る
子
も
含
め
た
家
族
の
呼
称
と
し
て
、
自
ら
の
氏
を
そ
の
通
称
に
変
更
す
る
こ
と
は
許
さ

れ
よ
う
（
福
岡
高
裁
平
成
二
二
年
一
〇
月
二
五
日
決
定 

・ 

家
月
六
三 
・ 
八 

・ 

六
四
、
同
旨
横
浜
家
裁
小
田
原
支
平
成
九
年
一
二
月
二
五
日

審
判 

・ 

家
月
五
〇 

・ 

四 

・ 

一
一
〇
、
大
阪
高
裁
平
成
三
年
八
月
二
日
決
定
・
家
月
四
四 

・ 

五 

・ 

三
三
、
広
島
家
裁
三
次
支
平
成
二
年
五
月

二
四
日
審
判 

・ 

家
月
四
二 

・ 

一
一 

・ 

五
八
）
。
ま
た
、
外
国
人
妻
（
中
国
人
）
が
、
日
本
人
夫
と
婚
姻
し
、
そ
の
後
帰
化
し
、
夫
の
氏
を

称
し
た
後
、
離
婚
し
た
場
合
に
、
子
が
中
学
校
在
学
中
で
、
氏
が
変
わ
る
の
を
嫌
が
っ
た
の
で
、
婚
氏
を
続
称
し
た
が
、
子
の
高
校
入
学



研究ノート

89

を
期
に
、
自
ら
の
氏
（
一
字
の
中
国
氏
）
へ
の
変
更
を
申
立
て
、
そ
れ
が
認
容
さ
れ
た
も
の
の
、
子
が
外
国
人
と
間
違
わ
れ
る
の
を
嫌
が
っ

た
の
で
、
確
定
前
に
、
申
立
て
を
取
り
下
げ
、
新
た
に
日
本
人
ふ
う
の
新
氏
（
自
ら
の
中
国
氏
に
「
川
」
を
付
け
た
）
へ
の
変
更
許
可
を

再
度
申
し
立
て
た
例
で
、
本
来
、
帰
化
で
あ
れ
ば
、
自
ら
新
氏
を
自
由
に
選
択
で
き
る
の
に
、
婚
姻
中
で
そ
の
機
会
が
与
え
ら
れ
な
か
っ

た
こ
と
や
、
申
立
人
の
場
合
、
新
氏
が
婚
氏
続
称
後
の
復
氏
に
当
た
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
を
考
慮
し
て
、
使
用
実
績
の
な
い
新
氏
へ
の

変
更
を
認
め
た
（
大
阪
高
裁
平
成
一
七
年
三
月
三
日
決
定
・
家
月
五
八 

・ 

二 

・ 

一
六
六
）
の
も
、
賛
同
で
き
る
。
さ
ら
に
、
外
国
人
と
の

婚
姻
し
た
日
本
人
が
、
当
該
配
偶
者
の
本
国
法
に
な
ら
い
、
お
互
い
の
氏
を
結
合
し
た
氏
に
変
更
す
る
こ
と
を
求
め
る
こ
と
も
あ
る
よ
う

で
あ
る
。
申
立
人
の
主
観
的
な
希
望
は
あ
る
と
し
て
も
、
日
本
に
居
住
し
て
い
れ
ば
、
特
に
必
要
性
が
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
な
い
が
、

外
国
（
配
偶
者
の
本
国
）
と
日
本
を
行
き
来
し
て
い
る
場
合
に
は
、
必
要
な
場
合
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
「
や
む
を
得
な
い
事
由
」
が

あ
る
と
の
判
断
が
な
さ
れ
た
裁
判
例
や
そ
の
理
由
に
つ
い
て
は
、
島
田
充
子
「
改
氏
許
可
基
準
と
手
続
（
二
）
」
前
掲
判
タ
一
一
〇
〇
号

二
六
五
頁
が
紹
介
し
て
い
る
。

 

四　

お
わ
り
に

　

氏
の
変
更
は
、
法
的
に
は
、
「
や
む
を
得
な
い
事
由
」
が
あ
る
場
合
に
、
家
裁
の
許
可
が
あ
れ
ば
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
、
そ
の
判
断
に
当
た
る
裁
判
官
は
、
そ
れ
ぞ
れ
独
立
し
て
お
り
、
必
ず
し
も
統
一
的
な
判
断
が
な
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
は
、
こ

れ
ま
で
の
実
例
の
紹
介
で
理
解
さ
れ
よ
う
。
た
だ
、
当
該
事
件
の
担
当
裁
判
官
と
し
て
、
社
会
的
安
定
性
（
呼
称
秩
序
の
維
持
）
と
変
更

を
求
め
る
側
の
利
益
（
個
人
の
自
由
）
と
を
比
較
衡
量
し
、
総
合
的
に
判
断
し
て
結
論
を
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
立
場
は
、
理

念
と
し
て
は
共
有
さ
れ
て
い
た
と
思
う
。
筆
者
の
経
験
し
た
事
件
で
も
、
一
部
に
微
妙
な
判
断
を
求
め
ら
れ
た
事
例
が
あ
り
、
今
思
い
出
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し
て
本
当
に
正
し
い
判
断
で
あ
っ
た
か
不
安
も
感
じ
て
い
る
。
筆
者
が
、
家
裁
の
実
務
を
離
れ
て
、
既
に
五
年
近
く
が
経
過
し
、
個
々
の

事
件
の
資
料
を
保
存
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
、
記
憶
に
基
づ
く
記
述
と
な
り
、
正
確
な
説
明
が
で
き
な
か
っ
た
部
分
が
あ
る
こ
と
を
、
反

省
し
て
い
る
。
た
だ
、
裁
判
官
と
し
て
し
た
判
断
を
、
客
観
的
に
振
り
返
る
機
会
を
得
た
こ
と
は
、
自
分
と
し
て
も
よ
か
っ
た
と
思
う
。

当
初
は
、
簡
単
な
思
い
出
話
の
つ
も
り
で
考
え
て
い
た
が
、
紹
介
す
る
と
な
る
と
、
そ
れ
な
り
に
過
去
の
裁
判
例
や
文
献
も
見
て
お
く
必

要
に
迫
ら
れ
、
意
外
に
苦
労
し
た
。
こ
れ
か
ら
も
、
テ
ー
マ
を
見
つ
け
て
、
実
務
の
実
情
の
紹
介
を
し
た
い
。
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（別紙）

平成 22 年度後期参与員連絡会資料

参与員としての判断基準と審問における留意点

家事部裁判官　　有　吉　一　郎

１　はじめに

 （１）参与員の理念

　　　事件を法律的に処理するのではなく、人情や社会の実情に通じた民

間有識者の意見を反映させて、具体的に妥当な解決を図ろうとする。

 （２）求められる資質

　　　参与員となるべき者（参与員候補者）には、「徳望良識がある」（参

与員規則１条）こと（「社会生活の上で豊富な知識経験を有する者で、

人格識見が高い者」（調停委員規則１条）とほぼ同義）が求められる。

 （３）具体的役割

　　　①予備審問（家事審判官から予め定形的に指示された事項について、

当事者当から事情聴取をする。家事審判法改正では、明文化（家庭裁

判所は、参与員に対し、意見を述べるために必要な限度で、申立人そ

の他の者から事情を聴取することを命じることができる。）が、目指

されている。）、②専門家参与員として、専門的な知識・経験に基づい

て鑑定的意見を述べる、③調停委員的な紛争調整・解決への貢献

 （４）予備審問に当たっての心構え

　　　単なる一私人として意見を述べるのではなく、必要な事情を聴取し

た上で、法の趣旨や社会常識を踏まえた上で、参与員として意見を述

べることが求められている。家事審判官の代わりになることではない。

　　　物分かりよくならない（法制度の基本を理解し、その上で良識を持っ

て考える。本当の意図を隠した申立てがあることに注意する。）。

　　　謙虚な気持ちで当事者に接し、予断や先入観を持たない。自分で勝

手に結論を決め、必要な審問を省略しない。

　　　その事件にとって、何が必要かを考えて、家事審判官が判断する上
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で役立つ事実を過不足なく聞き出す。

　　　聞き取った内容を正確に書面化して報告する。

　　　なお、自分の審問した事件の結果を始め、関連事件に興味を持ち、

情報の蓄積に努める。

２　氏・名の変更許可申立事件について

 （２）基本的理解

　　　氏や名が簡単に変更できるのか（氏や名の沿革や社会的役割、氏名

変更を悪用した事例の存在）

　　　氏の変更「やむを得ない事由」（戸籍法 107 条１項）

　　　珍奇・難解・難読である、同姓同名者がいる、外国人と間違われる

などの事由があり、戸籍上の氏を使用することが、本人及び社会に生

活上の著しい支障や不便を与えていること、変更後の氏がそれに当た

らない、望ましい氏であること

　　　名の変更　「正当な事由」（同法 107 条の２）

　　　 （略）

 （２）氏の変更

　　　出生によって定まり、身分の変動によってのみ変更される。なお、

民法上の氏と呼称上の氏との区別

　　　婚氏続称を巡る例

　　①　旧姓→婚姻（婚氏）→続称→旧姓

　　　　基本的に許可

　　　　借金等から逃れるための可能性がある場合→具体的に聞き出す、

破産記録の取り寄せする場合も

　　　　続称の期間が長期化した場合→審判官の判断による

　　　　やむを得ない事由に当たる事情があるか、具体的に聴き取る。

　　　　子が成人した→いつか、遅れている場合、その理由

　　　　前夫からの嫌がらせ→具体的にどのようなことか、婚氏を名乗ら

せないというのは制度趣旨から無視
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　　　　実家の墓に入りたい→宗派や寺院によって取扱が異なるようで

（普通は、直系と独立しないでなくなった子に限定する例が多いの

では）、具体的に聞く、親族と協議して了解をもらったかも、祭祀

承継も同じ

　　　　同居して面倒をみたい→具体的にどうするか、自宅に引き取る、

施設に入れるなら必要性あるか

　　　　子の同意がある→筆跡を点検するなど、子らが本当に同意してい

るかを確認する

　　　　不幸が続く→具体的に聞くが、迷信で、とても許可にならないこ

とを説明する

　　　　離婚の際、実家に迷惑をかけた→なぜ婚氏を使用し続けたかの理

由を聞く

　　②　旧姓→婚姻（婚氏）→旧姓→婚氏

　　　　基本的に不許可→やむを得ない事情があるかを具体的に聞く

　　③　旧姓→婚姻（婚氏）→続称→婚姻（新婚氏）→旧姓

　　　　基本的に不許可→やむを得ない事情があるかを具体的に聞く

　　子の氏（民法 791 条）

　　 （略）

　　第三の氏

　　　原則不許可（社会の個人の同一性に対する価値を犠牲にしてよい程

度の客観的な事情がいる。）

　　 （以下、具体例略）

 （３）名の変更

　　　 （略）

３　財産管理事件について

　　 （略）

４　特別代理人選任事件について

　　 （略）




